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会   議   録 

会 議 の 名 称 平成２７年度第３回ひろさき教育創生市民会議 

開 催 年 月 日 平成２８年２月８日（月） 

開始・終了時刻 午後２時３０分 から 午後４時３０分 まで 

開 催 場 所 中央公民館岩木館 大ホール（弘前市大字賀田一丁目１８番地３） 

座 長 の 氏 名 弘前大学 教育学部長 戸塚 学 

出 席 者 

座長 戸塚 学 

委員 佐藤 文紀 

委員 梅村 博之 

委員 工藤 周三 

委員 大湯 惠津子 

委員 藤田 昇治 

委員 藤野 和子 

委員 葛西 攻 

代理 今井 真理子 

委員 生島 美和 

委員 西 裕幸 

委員 鶴谷 郁子 

委員 虻川 士 

委員 三上 美知子 

委員 境 江利子 

委員 藤田 俊彦 

委員 三上 敬子 

委員 関谷 道夫 

委員 濵田 隆行 

委員 立石 眞樹 

委員 高山 洋子 

委員 小山内 隆一 

委員 小山内 修 

委員 工藤 千鶴子 

委員 相馬 満敏 

 

欠 席 者 

委員 杉本 久美子 

委員 髙橋 康雄 

委員 三浦 義行 

委員 瀧本 壽史 

委員 高橋 雅人 

委員 佐藤 有希 

委員 柿﨑 良樹 

委員 山谷 文子 

 

事 務 局 職 員 の 

職 氏 名 

教育長 佐々木 健 

学校教育推進監 櫛引 健 

学校企画課長 宇庭 芳宏 

学校指導課長 佐藤 忠浩 

図書館長 伊藤 文彦 

教育部長 柴田 幸博 

教育政策課長 鳴海 誠 

学務健康課長 後藤 千登世 

生涯学習課長 鈴木 卓治 

文化財課長 三上 敏彦 

会 議 の 議 題 

・弘前市におけるいじめ、虐待の現状及ぶ防止に向けた取組状況に 

ついて説明 

・討議「いじめ、虐待防止に向けた新たな取組について」 

会 議 結 果  内容は下記のとおり 

会議資料の名称 配布資料なし 
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会 議 内 容 

 

（発言者、発言内

容、審議経過、結論

等） 

１．開会 

２．座長挨拶 

３．議事 

 (1) 弘前市におけるいじめ、虐待の現状及ぶ防止に向けた取組状況に 

   ついて説明 

 (2) 討議「いじめ、虐待防止に向けた新たな取組について」 

４．教育長挨拶 

５．事務連絡 

   平成２８年度の会議開催日程について 

６．閉会 

 

 

【内 容】（概要） 

２．座長挨拶 

 前回の会議において、この市民会議は国が法令で定める「いじめ問題対

策連絡協議会」の役割を果たすこと、また、これに伴いいじめや虐待の未

然防止に関する話合いを年に１回は設定したいということを事務局から

お話させていただいた。 

今回はこのことを受けて、テーマを「いじめ、虐待防止に向けた新たな

取組について」とした訳だが、いじめや虐待の防止のためには、市民一人

一人の意識を高めるとともに、市民が一丸となって取り組むことが大事だ

と感じる。 

本日の会議では、委員の皆さんが多くの情報を共有されるとともに、市

民や行政が総がかりで実行できる新たな取組やそのヒントが出されるこ

とを期待するところである。 

 

 

３．議事 

(1) 弘前市におけるいじめ、虐待の現状及ぶ防止に向けた取組状況に 

  ついて説明 

 ・平成２５年９月に施行された「いじめ防止対策推進法」の中で、いじ

め防止等のための対策には、国、地方公共団体、学校、地域住民、家

庭及びその他の関係者が連携して取り組むことが求められている。 

 ・弘前市においては、平成２５年４月から施行された「子どもの笑顔を

広げる弘前市民条例」及びこの条例を具現化するために示された「行

動計画」をもって、弘前市の「いじめ防止基本方針」としている。 
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 ・「いじめ防止対策推進法」の制定により、いじめの定義について、「よ

り被害者の気持ちを重視する」姿勢が明確化された。 

 ・文部科学省においては、いじめの捉え方について具体的に例示する必

要も検討されているようだが、弘前市教育委員会ではそのような動き

を待たず、学校訪問や教員を対象とした各種研修などの機会を通し

て、学級などの集団作りの視点と合わせ、いじめの捉え方について今

後も継続した周知と実践につながる理解を促していかなければと考

えている。 

 ・文部科学省が実施している調査から、弘前市立小中学校における「い

じめの現状」について紹介すると、「平成２６年度のいじめの部分の

調査」について再調査した結果、いじめを認知した学校数及び認知件

数が増加したが、これは、初期段階のものやごく短期間に解消した事

案についても遺漏なく計上するなど、「よりきめの細かい視点をもっ

て、丁寧に再調査した結果」であり、「いじめの解消に向けた取組の

スタートラインに改めて立った」と肯定的に捉えたいと考えている。 

 ・平成２６年度に認知されたいじめについては、現段階では全て解消に

至ったとの報告を受けている。 

 ・いじめの解消が図られている背景には、職員会議を通じたいじめ問題

についての共通理解や校内研修、児童会・生徒会活動による子ども自

らによる未然防止活動、地域と協議する場の設置など、いじめ防止に

向けて日常的に取り組んでいる小中学校が大きく増加していること

があると考える。 

 ・弘前市の取組としては、市民全体で取り組む具体的な行動として「あ

いさつ運動、ことばをかけて見守る運動」を年に３回実施している。

また、市内全小中学校を対象に、いじめ防止の標語の募集とロゴマー

クの活用を行っている。 

 

○質疑応答 

（委員） 

 調査結果について、市街地の学校と郊外の学校とで差があるのか。 

（事務局） 

 学校規模は異なるものの、それによる差というものはなく、各校とも「い

じめは起こりうるもの」という認識のもと、情報の把握に努めている。 
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(2) 討議「いじめ、虐待防止に向けた新たな取組について」 

 討議は６名を１グループとし、テーマに沿ってそれぞれのグループごと

で話し合ってもらいました。なお、進行役及び報告役として教育委員会事

務局職員も各グループに入って進められました。 

 各グループからの報告内容は次のとおりです。 

 

○Ａグループ 

・メンバーに学校関係者のほか、学校の取組に地域住民として関わってい

る方も多くいたので、いじめに関する学校での取組状況を確認しながら

話を進めた。 

＜現状＞ 

・インターネットは便利である一方、見えないという中で、いじめが進行

しているのではないか。 

・学校は一生懸命取り組んでいる一方、保護者を対象としたいじめに関す

る話合いの機会があっても集まらない。 

・人権擁護の視点から、小中学校への継続した訪問を行っている。 

＜対策＞ 

・保護者に対して真剣に取り組んでもらうため、ＰＴＡと地域がつながる

機会を考える必要がある。 

・早期発見のために、各機関・団体が情報共有を図るためのネットワーク

を作っていく必要がある。 

・相談窓口を分かりやすくする必要がある。 

・いじめの調査を行うことも大事だが、その結果をどのように活用するか

も大切である。 

 

○Ｂグループ 

＜現状＞ 

・自己中心的な言動をする子どもが多い。 

・親の前では良い子である一方、親がいないところでは発散している事例

もあるのではないか。 

・子どもたちがいじめに関する学習をする機会がまだまだ少ないのではな

いか。 

＜課題＞ 

・親が自分の子どもの非を認めようとしないなど、親の意識の問題が大き

いのではないか。 

・いじめられている子どもを助ける場や助けてくれる人、味方になってく

れる人が少ないのではないか。 

・地域の協力を一層仰いでもいいのではないか。 
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＜対策＞ 

・親育てが大事である。子どもが幼児期のうちから、いじめの現状などに

ついて情報提供し、意識付けを行うべきである。このようなことについ

て、もっと重要視し積極的に取り組むべき。 

・児童会、生徒会、また各学級などにおいて、子どもたちが自ら考え行動

できる機会を、一層増やしていくべき。 

・場合によっては弁護士も含んだメンバーで構成される、子どもたちを助

けるための組織作りも必要。 

 

○Ｃグループ 

・それぞれが地域で活動している中で感じたこと等を中心に話し合った。 

＜現状、原因＞ 

・子どもたちが大人（親）の姿を見ることの影響が大きい。 

・子ども同士で始まるいじめに親が出てきて、親同士が争うことで話が一

層こじれる。 

＜対策＞ 

・見守る側である大人（親）の学びが必要である。 

 

○Ｄグループ 

＜現状＞ 

・スマホは個人所有のため、ラインはずしなどＳＮＳによるいじめはなか

なか実態を把握しにくい。 

・子どもの悩みを親が把握できていないのではないか。 

＜原因＞ 

・親の社会性が低いために、子どもに社会性を身に付けさせることができ

ないなど、家庭の機能の低下があるのではないか。 

＜対策＞ 

・社会性を身に付けるためのプログラムが必要。 

・小中学校につながるための幼児教育の充実。 

・現在ある学校と地域の連携組織を機能させ、学校と地域の信頼関係の構

築を一層進めるべき。 

 

 

○全体での意見交換 

（委員） 

 子どもが幼稚園、保育所の年長のうちに、保護者に対して小中学校にお

けるいじめの実態などについて情報提供し、いろいろなことを予測しても

らう機会を設けるべきである。 
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 このことは重要でかつ効果的であると考えるので、できるだけ確実に保

護者に伝わるよう取り組むべきである。 

 なお、このような取組は次年度からでもできるのではないかと考える。 

 

（委員） 

 今回の話合いでは、学校や保護者に観点を置きがちであったが、一方で

地域の教育力を高める様々な取組もあるので、そのような観点で話し合う

こともいいのではないか。 

 

（委員） 

 学校が保護者に対して弱すぎると感じる。悪いことは悪いとはっきり言

うべきである。学校も教育委員会もまた、関係団体も一緒になって頑張っ

ていこう。 

 

（委員） 

 いろいろな勉強会があっても、来てほしいと思う保護者ほど来てくれな

い。 

 乳幼児期のうちにどのような体験をしたかが重要である。多くの子ども

たちが、しっかりとした保育・教育が受けられる街になってほしい。 

 

（委員） 

 この会議は各領域からいろいろな組織が集まっている。一部の委員から

は個別の組織の活動に対する意見も聞かれたが、この会議は個別の組織の

活動に対する意見ではなく、テーマに関する話合いを行うべきである。 

 幅広い分野から参集し話し合っているが、その話し合ったことについて

各団体・機関に対しての働き掛けを行うことで会議が活かされるのではな

いか。 

 

（座長） 

 当事者意識をもつこととして「自分ごと化」という言葉があるが、取り

分けいじめに関しては、子どもたちが「自分のこと」として認識すること

が必要である。 

 一方で、子どもを取り巻く環境については、家族をはじめとする周囲の

大人たちが「自分たちのこと」としてしっかり認識するための働き掛けを

進めることがこれからも大事であると感じた。 

 これまでの会議において委員からはいろいろな意見などをいただき、教

育行政に反映させられたものもあるが、そこから一歩進んで、委員の方々

がそれに対してどのように加わっていくか、活躍していくか考えてもらい
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たいと思う。 

 

 

４．教育長挨拶 

どのような理由であれ、いじめや虐待は絶対にあってはならないもので

ある。いじめや虐待を根絶するために、市民一人一人が高い意識をもち、

一丸となって取り組むことが大切である。 

本日は、幅広い分野からお集まりの委員の皆様から、このことを具現化

するための貴重な御意見・御提案をいただいたことにお礼申し上げたい。

また、今回のテーマに沿って情報の交換や共有ができたことは有意義であ

ったのではないかと考えている。 

前回の第２回の市民会議では、「郷土に学び夢と志を育むには」という

テーマでお話し合いいただき、委員の皆様からは、郷土愛を育むために地

域人材を一層活用してはどうか、地域人材の育成も大事だが発掘も大事で

ある、など多くの御意見・御提案を頂戴したが、これを受けて教育委員会

では、新たに「ひろさき卍（まんじ）学」を創設したいと考えたところで

ある。 

具体的な内容については、現在検討しているところであるが、皆様から

貴重な御意見を頂戴できたことに感謝申し上げたい。 

 

 

５．事務連絡 

 平成２８年度の会議開催日程案について、第１回会議を６月７日（火曜

日）、第２回会議を１０月７日（金曜日）、第３回会議を翌年２月１６日（木

曜日）に開催したいと考えている旨を連絡しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


